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榛東村庁用封筒広告掲載取扱要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、榛東村で作成する庁用封筒（担当課において独自に作成

する封筒を除く。）（以下「封筒」という。）に掲載する広告の取扱いに関し

必要な事項を定めるものとする。

（掲載対象者）

第２条 封筒に広告を掲載することができる者は、村税等を滞納していないも

のとする。

（掲載広告の要件）

第３条 封筒に掲載する広告の内容及び表現は、次に掲げる要件を備えていな

ければならない。

(1) 公共性、公益性及び品位を損なうおそれのないものであること。

(2) 村内の産業の発展に支障を及ぼすおそれのないものであること。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条に規定する営業に該当しないものであること。

(4) 消費者金融、出資金募集、マルチ商法、債権取り立て等に関する広告で

ないこと。

(5) 青少年の健全育成に支障がないものであること。

(6) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るものでないこと。

(7) 公の秩序又は善良な風俗に反しないものであること。

(8) 法令等に反しないものであること。

２ その他公益上特に必要があると村長が認めるものであること。

（広告の枠数及び掲載位置）

第４条 広告の枠数及び掲載する位置は、別途定める。

（広告掲載料の額）

第５条 広告掲載料は、印刷枚数に応じて別途定める。

（印刷枚数及び掲載期間）

第６条 広告を掲載する封筒の印刷枚数は、予定使用数量に応じて別途定める。

２ 広告の掲載期間は、概ね１年間とする。ただし、掲載期間中に前項に規定

する印刷封筒の在庫がなくなったときは、この限りでない。また、使用開始

から１年を超えた時点で封筒に残数がある場合には、短期間に限りその封筒

を使用できるものとし、次期の封筒は適切な時期に使用開始するものとする。

（広告募集方法）

第７条 広告募集は、広報しんとう及び榛東村ホームページに掲載して行う。

（広告の申込み）
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第８条 封筒に広告を掲載しようとする者（以下「申込者」という。）は、庁

用封筒広告掲載申込書（別記様式第１号）に掲載しようとする原稿案を添え

て村長に申し込むものとする。

（広告掲載者の決定）

第９条 村長は、前条の規定による申込みを受理したときは、その内容を審査

し、広告を掲載する者（以下「広告主」という。）を決定するものとする。

ただし、第３条に掲げる広告の要件を満たす申込者の数が掲載するべき枠数

を超えるときは、公開抽選により広告主を決定するものとする。

２ 前項ただし書の規定による抽選は、申込者（申込者が欠席した場合にあっ

ては職員）にくじを引かせる方法により行うものとする。

３ 村長は、第１項の規定により広告主を決定したときは、庁用封筒広告掲載

（不掲載）決定通知書（別記様式第２号）により申込者に通知するものとす

る。

４ 村長は、広告主と広告掲載に係る契約を締結するものとする。

（掲載位置の決定）

第１０条 村長は、広告の掲載位置を公開抽選により決定するものとする。

２ 前項の規定による抽選は、広告主（広告主が欠席した場合にあっては職員）

にくじを引かせる方法により行うものとする。

（広告掲載料の納付）

第１１条 広告主は、広告掲載料を村長が指定する日までに一括して納付する

ものとする。

（広告掲載料の不還付）

第１２条 納付された広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰

さない理由により、広告が掲載できなかったときは、この限りでない。

（広告主の責務）

第１３条 広告主は、広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を

負うものとする。

２ 広告主は、第三者の権利の侵害、第三者に不利益を与える行為その他不正

な行為を行ってはならない。

３ 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任

及び負担において解決しなければならない。

（掲載の取消し）

第１４条 村長は、広告の掲載上支障があると認めるとき、又は広告主が広告

掲載料を指定する日までに納付しなかったときは、当該広告の掲載を取り消

すことができる。

（その他）
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第１５条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成23年3月10日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年2月10日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年2月25日から施行する。


